
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪補助対象事業≫ 

  ・「現場改善活動（※）」を通じて、生産性の向上、品質改善、コスト低減を図る事業 

    ※現場改善活動…５Ｓ活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾）及び 

３つの管理（生産管理・在庫管理・品質管理）を向上させる取り組み 

≪補助対象者≫  

以下のいずれにも該当する者 

  ・次世代自動車センター浜松の会員企業 

  ・静岡県内に主たる事業所・工場を有する中小企業者 

  ・自動車部品製造に関する事業を営んでいる事業者 

≪補助対象経費≫  

  ・現場改善活動に要する経費（※） 

≪補助金額≫  

  ・補助率・・・１/２ 

  ・補助上限額・・・３０万円 

≪補助対象期間≫  

  ・交付申請期間・・・令和８年４月１日(水)～６月３０日(火) 

  ・事業実施期間・・・交付決定日～令和９年２月１９日(金) 

≪申請に必要な書類≫  

  ・交付申請書    ・改善実施前と実施後（予定）の配置図、現状の写真    ・見積書 

※処分費用、事業実施期間外の費用、経費にかかる消費税など、一部対象とならない経費があります 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪申請から振込までの流れ≫  

   

 

→        →        →        →       →       →  

≪具体的な改善事例①≫  

 

   

≪具体的な改善事例②≫  

 

   

 

【改善前】 塗装ハンガーが整理・整頓されていないため、作業性が悪い。 

【改善後】 ハンガー台車を製作し、整理・整頓を図ることで、作業性が良くなり、 

生産性が向上した。 

（改善前）                           （改善後） 

【改善前】 パレット台車がパレットごとに専用であるため、広いスペースが必要。 

【改善後】 共用台車を製作し、サイズが異なるパレットの台車共用化を図ることで、 

スペースが生まれ、生産性が向上した。 

（改善前）                          （改善後） 
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